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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

    ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

    ３．第７期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 

  当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第７期

第３四半期 
連結累計期間 

第８期
第３四半期 

連結累計期間 
第７期

会計期間 
自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日 

自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日 

自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日 

売上高（百万円）  640,348  631,282  823,399

経常利益（百万円）  14,963  15,299  15,083

四半期（当期）純利益（百万円）  6,962  3,791  3,606

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 4,048  3,237  △468

純資産額（百万円）  77,113  72,960  71,671

総資産額（百万円）  522,112  508,947  474,281

１株当たり四半期（当期）純利益 

金額（円） 
 13.54  7.44  6.66

潜在株式調整後１株当たり四半期 

（当期）純利益金額（円） 
 12.64  6.99  6.45

自己資本比率（％）  12.1  11.9  12.4

回次 
第７期

第３四半期 
連結会計期間 

第８期
第３四半期 

連結会計期間 

会計期間 
自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日 

自 平成23年10月１日
至 平成23年12月31日 

１株当たり四半期純利益金額（円）  9.34  2.59

２【事業の内容】
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当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

（１）業績の状況 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により厳しい状況にあるなかで、一部に

持ち直しの動きもみられるものの、欧州の政府債務危機や急速な円高の進行などにより景気の先行きは不透明な状

況が続いております。 

当社グループ関連業界のうち、水産・食品業界におきましては、デフレや低調な消費者マインドの影響を受け、

厳しい状況で推移しました。 

このような状況のもとで、当社グループは、持続可能でバランスの取れた事業構造の確立など将来への布石作り

を行うため、平成23年10月31日公表の新中期三ヵ年経営計画「ダブルウェーブネクスト（2011-2013）」を策定し

ました。 

当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、震災被害からの復旧に全力を挙げると共に効率的な販売及

び固定費の削減に努めた結果、売上高は631,282百万円（前年同期比1.4％減）、営業利益は17,034百万円（前年同

期比0.0％減）、経常利益は15,299百万円（前年同期比2.2％増）となりました。四半期純利益は、投資有価証券評

価損など特別損失5,395百万円の発生により3,791百万円（前年同期比45.5％減）となりました。 

  

セグメントごとの業績は次のとおりです。 

  

水産事業 

水産セグメントは、国内外の漁業・養殖事業、すりみの生産販売を中心とした北米事業、海外調達ネットワーク

を持つ水産商事事業、市場流通の基幹を担う荷受事業、市場外流通を受け持つ戦略販売事業から構成され、国内外

の市場動向を注視しながらお客様のニーズに対応した加工事業の推進と効率的な仕入れと販売を行い、収益の確保

に努めました。 

漁業・養殖事業では、漁撈事業はカツオ漁が不振であったものの魚価上昇と買付カツオの取扱増により増収、ま

たメロなど海外漁業が順調で若干の増益となりました。養殖事業はカンパチなどの販売減により減収となりました

が、マグロの魚価上昇等により増益となり、漁業・養殖事業全体では減収増益となりました。 

北米事業は、アラスカズワイガニの増枠による増産及び価格上昇に加え、ベーリング海スケソウダラ漁獲枠の大

幅増によるすりみなどの増産と前倒し販売により、増収なるも利益は前年並となりました。 

水産商事事業は、カニ・タコ・イカ・エビ・ウナギなどの販売が順調に推移したものの、凍魚類の原料販売の苦

戦、鮭鱒の市況低迷、エビの買付価格上昇分を売価に転嫁しきれなかったことや海外エビ養殖事業の不振等によ

り、減収減益となりました。 

荷受事業は、引き続き市場内流通が縮小し販売苦戦のなか、販売費等の削減を進め、減収増益となりました。 

戦略販売事業は、量販・生協向けエビや鮭鱒の引き合いが強く、また、外食・中食業態向け販売も好調に推移

し、増収増益となりました。 

以上の結果、水産セグメントの売上高は399,257百万円（前年同期比1.9％減）、セグメント利益は8,923百万円

（前年同期比1.4％増）となりました。 

  

食品事業 

食品セグメントは、市販用及び業務用冷凍食品の製造・販売を行う冷凍食品事業、缶詰・フィッシュソーセー

ジ・ちくわ・デザート・ペットフードなどの製造・販売を行う加工食品事業、畜産物及び飼料を取り扱う畜産事

業、化成品・調味料・フリーズドライ製品の製造・販売を行う化成品事業並びにアジア・オセアニア事業から構成

され、お客様のニーズにお応えする商品の開発・製造・販売を通じて収益の確保に努めました。 

冷凍食品事業は、米飯や冷凍野菜などが好調に推移したことから増収となりましたが、利益面では石巻等の生産

拠点における震災被害の影響が大きく、減益となりました。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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加工食品事業は、飲料の受託製造を行っていた山形の生産拠点を整理した影響などで減収となり、利益面では、

缶詰などが震災で見直されて販売が好調だったものの、ペットフードやデザートの原料高騰や価格競争などで収益

が悪化し、減益となりました。 

畜産事業は、食肉及び畜産加工品ともに営業力強化を図り増収となりましたが、原料価格の上昇及び新規生産品

の立ち上げ遅れなどにて利益幅が圧縮されたことにより減益となりました。 

化成品事業は、バイオ関連製品においては震災関連需要が大きかったことにより、増収増益となったものの、調

味料やフリーズドライ製品が生産拠点の被災により減収減益となり、全体では減収増益となりました。 

アジア・オセアニア事業は、タイの冷凍食品や缶詰の販売において、欧州向けが減収となりましたが、日本、米

国、豪州市場などでは好調に推移し、全体として増収増益となりました。なお、昨秋のタイの洪水によるグループ

工場への直接的な被害は免れ、事業への影響は軽微でした。 

以上の結果、食品セグメントの売上高は215,594百万円（前年同期比0.3％増）、セグメント利益は8,588百万円

（前年同期比9.9％減）となりました。 

   

保管物流事業 

お客様の物流コスト削減による在庫圧縮の傾向が続くなか、水産物をはじめ畜産品や冷凍食品の集荷に注力した

営業活動を行いました。 

冷蔵保管事業は、大型センターを中心に順調に入庫が進み、一方、出庫が低調に推移したことにより前年より高

い水準の在庫数量で推移いたしました。 

輸配送事業や通関事業などの周辺事業もほぼ順調に推移し、保管物流セグメントの売上高は11,354百万円（前年

同期比4.6％増）、セグメント利益は1,157百万円（前年同期比66.7％増）となりました。 

  

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

（３）研究開発活動 

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、501百万円であります。 

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

   

（４）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は508,947百万円となり、前連結会計年度末に比べ34,666百万円増加いた

しました。これは主として季節要因等による売上債権及びたな卸資産の増加によるものであります。 

負債は435,987百万円となり、前連結会計年度末に比べ33,377百万円増加いたしました。これは主として季節要

因等による仕入債務及び借入金の増加によるものであります。 

少数株主持分を含めた純資産は72,960百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,289百万円増加いたしました。 
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

（注）１．権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

２．第一種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等であります。 

３．第一種優先株式は、株価の下落により取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が増加しま

す。行使価額等の修正基準、行使価額等の下限等の定めの内容については以下のとおりであります。 

取得価額は、平成19年９月１日から平成26年９月１日までの毎年９月１日（以下それぞれ「取得価額修正日」

という。）の時価（以下それぞれ「時価」という。）が当該取得価額修正日の前営業日に有効な取得価額を下

回る場合、当該取得価額修正日以降、当該時価に修正されるものとする。「時価」とは、各取得価額修正日に

先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）

とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上

記の時価算定期間内に、下記(c)で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記(c)に準

じて取締役会が適当と判断する値に調整される。ただし、上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額

（ただし、下記(c)により調整される。）の70％に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数

第１位を切り上げる。）または50円のいずれか高い方の金額（以下「下限取得価額」という。ただし、下記

(c)により調整される。）を下回る場合には、下限取得価額をもって修正後取得価額とする。 

４．第一種優先株式の内容は次のとおりであります。 

(1)種類株式の名称 株式会社マルハニチロホールディングス 第一種優先株式（以下「第一種優先株式」とい

う。) 

(2)発行株式数   第一種優先株式2,000万株 

(3)発行価額    １株につき1,000円 

(4)発行価額中資本に組み入れない額   １株につき500円 

(5)払込期日    平成17年３月25日（金曜日） 

(6)配当起算日   平成17年３月25日（金曜日） 

(7)募集の方法   第三者割当の方法により、当会社及び当会社の子会社である株式会社マルハニチロ水産の取

引先等に割り当てる。 

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  1,170,000,000

第一種優先株式  26,000,000

計  1,196,000,000

種類 
第３四半期会計期間末現在
発行数（株） 
（平成23年12月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成24年２月13日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容

普通 

株式 
 510,024,159  510,024,159

東京証券取引所 

市場第一部 

単元株式数1,000株 

（注１・８） 

第一種 

優先 

株式 

（注２） 

 6,730,000  6,730,000 ― 

単元株式数1,000株 

（注３・４・５・６・

７・８） 

計  516,754,159  516,754,159 ― ― 
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(8)第一種優先配当金 

(イ)第一種優先配当金の額 

１株あたりの第一種優先配当金の額は、20円とする。ただし、初年度の第一種優先配当金については、39

銭とする。 

(ロ)非累積条項 

ある事業年度において、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の

額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に累積しない。 

(ハ)非参加条項 

第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を超えて配当を行わ

ない。 

(ニ)第一種優先中間配当金 

当会社は、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して、中間配当を行わない。 

(9)残余財産の分配 

当会社の残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主また

は普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式１株につき1,000円を支払う。第一種優先株主または第一種

優先登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。 

(10)議決権 

第一種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

(11)募集株式の割当てを受ける権利等 

当会社は、第一種優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、第一種優先株主に対し、募集株

式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利もしくは募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えな

い。 

(12)取得請求権 

(イ)取得を請求し得べき期間 

平成18年９月１日から平成27年３月24日まで 

(ロ)取得の条件 

第一種優先株式は、上記（イ）の期間中、１株につき下記(a)ないし(c)に定める取得価額により、当会社

の普通株式を交付することができる。 

(a)当初取得価額 

当初取得価額は、平成18年９月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。）または50円のいずれか高い方の金額とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで

算出し、その小数第１位を切り上げる。 

(b)取得価額の修正 

取得価額は、平成19年９月１日から平成26年９月１日までの毎年９月１日（以下それぞれ「取得価額修

正日」という。）の時価（以下それぞれ「時価」という。）が当該取得価額修正日の前営業日に有効な

取得価額を下回る場合、当該取得価額修正日以降、当該時価に修正されるものとする。「時価」とは、

各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期間」という。）の

株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平

均値（終値のない日数を除く。）とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、

その小数第１位を切り上げる。なお、上記の時価算定期間内に、下記(c)で定める取得価額の調整事由

が生じた場合には、当該平均値は、下記(c)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。ただ

し、上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(c)により調整される。）の70％

に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。）または50円のいず

れか高い方の金額（以下「下限取得価額」という。ただし、下記(c)により調整される。）を下回る場

合には、下限取得価額をもって修正後取得価額とする。 

(c)取得価額の調整 

取得価額は、第一種優先株式発行後、当会社が時価を下回る発行価額または処分価額をもって普通株式

を発行または処分する場合に、次に定める算式（以下「取得価額調整式」という。）により調整され、

その他一定の場合にも取得価額調整式その他一定の算式により調整されるほか、合併等により取得価額

の調整を必要とする場合には、当会社の取締役会が適当と判断する額に調整される。取得価額調整式を

用いる計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。 
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(ハ)取得により発行すべき普通株式数 

第一種優先株式の取得により発行すべき当会社の普通株式数は、次の通りとする。 

取得により発行すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。 

(13)取得条項 

当会社は、第一種優先株式取得請求期間中に取得の請求のなかった第一種優先株式を、同期間の末日の翌日

（以下「一斉取得基準日」という。）をもって取得する。その場合、第一種優先株式１株の払込金相当額を一

斉取得基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数の普通株

式を当該第一種優先株主に対して交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その

小数第１位を切り上げる。この場合、当該平均値が第一種優先株式発行に際して取締役会の決議で定める下限

取得価額を下回るときは、第一種優先株式１株の払込金相当額を当該下限取得価額で除して得られる数の普通

株式となる。上記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式併

合の場合の１に満たない端数の処理の規定に準じてこれを取扱う。 

(14)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無 

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。 

５．第一種優先株主が株主総会において議決権を有しない理由 

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。 

６．第一種優先株式の権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容 

該当事項はありません。 

７．第一種優先株式の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容 

該当事項はありません。 

８．提出日現在発行数には、平成24年２月１日から当四半期報告書を提出する日までの第一種優先株式の取得請求

に係る株式数は含まれておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

        既 発 行 

普通株式数 
＋ 

新規発行・処分普通株式数×１株あたりの払込金額 

調 整 後 
取得価額 

＝ 
調 整 前 
取得価額 

× 
１株あたりの時価 

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数 

取得により発行 
すべき普通株式数 

＝ 

第一種優先株主が取得請求のために提出した第一種優先株式の発行価額

の総額 

取得価額 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高 

（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高 
（百万円） 

平成23年10月１日～

平成23年12月31日 
―  516,754,159 ―  31,000 ―  12,250

（６）【大株主の状況】
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当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が15,000株含まれております。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式にかかる議決権の数15個が含まれております。 

②【自己株式等】 

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 

（７）【議決権の状況】

  平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 
第一種優先株式 

 6,730,000
― 

「１（１）②発行済株

式」の「内容」欄に記載

のとおりであります。 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 

普通株式 

（自己保有株式） 

 

（相互保有株式） 

 

369,000

52,000

― 

「１（１）②発行済株

式」の「内容」欄に記載

のとおりであります。 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

 498,523,000
 498,523 同上 

単元未満株式 
普通株式 

 11,080,159
― ― 

発行済株式総数  516,754,159 ― ― 

総株主の議決権 ―  498,523 ― 

  平成23年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己株式） 

株式会社マルハニチロ

ホールディングス 

東京都江東区豊洲三丁目

２番20号 
 369,000 ―  369,000  0.07

（相互保有株式） 

境港魚市場株式会社 

鳥取県境港市昭和町９番

地７ 
 50,000 ―  50,000  0.01

株式会社ニチロサンフ

ーズ 

新潟県長岡市南陽一丁目

1027番１号 
 2,000 ―  2,000  0.00

計 ―  421,000 ―  421,000  0.08

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平

成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,492 15,625

受取手形及び売掛金 89,224 128,223

有価証券 35 35

たな卸資産 110,122 122,903

その他 20,837 15,976

貸倒引当金 △853 △929

流動資産合計 238,859 281,833

固定資産   

有形固定資産   

土地 60,711 60,080

その他（純額） 76,621 75,443

有形固定資産合計 137,333 135,524

無形固定資産   

のれん 19,629 18,520

その他 7,251 6,878

無形固定資産合計 26,881 25,399

投資その他の資産   

投資有価証券 28,051 27,030

その他 54,667 50,501

貸倒引当金 △11,511 △11,342

投資その他の資産合計 71,207 66,189

固定資産合計 235,421 227,113

資産合計 474,281 508,947

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,571 42,911

短期借入金 189,829 222,852

未払法人税等 3,200 1,486

引当金 3,258 984

その他 31,283 35,627

流動負債合計 256,143 303,862

固定負債   

長期借入金 108,973 96,461

退職給付引当金 26,564 27,508

その他の引当金 438 332

その他 10,490 7,821

固定負債合計 146,466 132,125

負債合計 402,610 435,987
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,000 31,000

資本剰余金 31,699 31,699

利益剰余金 8,190 10,316

自己株式 △64 △67

株主資本合計 70,826 72,948

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,130 △1,449

繰延ヘッジ損益 △24 △5

為替換算調整勘定 △9,697 △11,055

その他の包括利益累計額合計 △11,852 △12,510

少数株主持分 12,697 12,522

純資産合計 71,671 72,960

負債純資産合計 474,281 508,947
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 640,348 631,282

売上原価 551,138 543,528

売上総利益 89,209 87,753

販売費及び一般管理費 72,172 70,719

営業利益 17,037 17,034

営業外収益   

受取配当金 828 802

雑収入 1,507 1,891

営業外収益合計 2,336 2,694

営業外費用   

支払利息 3,174 2,870

為替差損 413 1,088

雑支出 821 470

営業外費用合計 4,409 4,429

経常利益 14,963 15,299

特別利益   

固定資産売却益 50 95

投資有価証券売却益 112 239

その他 608 116

特別利益合計 772 451

特別損失   

災害による損失 ＊  － ＊  1,405

投資有価証券評価損 10 2,078

貸倒引当金繰入額 1,139 1,139

その他 2,525 772

特別損失合計 3,675 5,395

税金等調整前四半期純利益 12,059 10,355

法人税等 4,352 5,908

少数株主損益調整前四半期純利益 7,707 4,447

少数株主利益 744 655

四半期純利益 6,962 3,791
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,707 4,447

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,674 662

繰延ヘッジ損益 △32 19

為替換算調整勘定 △1,618 △1,738

持分法適用会社に対する持分相当額 △333 △154

その他の包括利益合計 △3,659 △1,209

四半期包括利益 4,048 3,237

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,447 3,132

少数株主に係る四半期包括利益 601 104
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＊ 「災害による損失」の内訳 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

税金費用の計算  一部の連結子会社の税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計

年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

（連結納税制度の適用） 

 当社及び一部の連結子会社は、第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。  

【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

  
─────────────── 

 東日本大震災による損失637百万円、その他768

百万円であります。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

減価償却費 百万円 10,297 百万円 10,009

のれんの償却額  955  1,100
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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日 至  平成22年12月31日） 

１．配当金支払額 

（注）普通株式の配当金の総額1,524百万円については、連結子会社が所有する普通株式の自己株式にかかる配当

金を控除しております。なお、控除前の金額は、1,524百万円であります。 

２．株主資本の金額の著しい変動 

当社は、平成22年７月12日開催の取締役会において、当社第二種優先株式を取得及び消却することを決議

し、平成22年７月12日に実施いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が

4,080百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金が31,699百万円となっております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日 至  平成23年12月31日） 

１．配当金支払額 

（注）普通株式の配当金の総額1,524百万円については、連結子会社が所有する普通株式の自己株式にかかる配当

金を控除しております。なお、控除前の金額は、1,524百万円であります。 

（株主資本等関係）

（決議） 株式の種類 

配当金の 

総額 
（百万円）

１株当たり

配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年６月25日 
定時株主総会 

普通株式  1,524  3 平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金 

第一種優先株式  140  20 平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金 

第二種優先株式  90  22.70 平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金 

（決議） 株式の種類 
配当金の 
総額 

（百万円）

１株当たり
配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月28日 

定時株主総会 

普通株式  1,524  3 平成23年３月31日 平成23年６月29日 利益剰余金 

第一種優先株式  140  20 平成23年３月31日 平成23年６月29日 利益剰余金 
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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料等の保管業、海運業、不動

産業、ホテル業及び毛皮の製造販売業等を含んでおります。 

    ２．セグメント利益の調整額△2,747百万円には、セグメント間取引消去166百万円、各報告セグメントに配賦し

ていない全社費用が△2,913百万円含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費及び研究開発費であります。 

    ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料等の保管業、海運業、不動

産業、ホテル業及び毛皮の製造販売業等を含んでおります。 

    ２．セグメント利益の調整額△2,547百万円には、セグメント間取引消去50百万円、各報告セグメントに配賦し

ていない全社費用が△2,598百万円含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費及び研究開発費であります。 

    ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

水産事業 食品事業
保管物流
事業 

計

売上高                 

外部顧客への売上高  407,123  214,980  10,859  632,963  7,384  640,348  －  640,348

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 15,346  4,245  3,692  23,283  338  23,622  △23,622  －

計  422,469  219,226  14,551  656,247  7,723  663,970  △23,622  640,348

セグメント利益  8,796  9,535  694  19,025  758  19,784  △2,747  17,037

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

水産事業 食品事業
保管物流
事業 

計

売上高                 

外部顧客への売上高  399,257  215,594  11,354  626,206  5,076  631,282  －  631,282

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 17,491  4,913  3,921  26,326  328  26,655  △26,655  －

計  416,748  220,508  15,276  652,533  5,404  657,938  △26,655  631,282

セグメント利益  8,923  8,588  1,157  18,670  911  19,581  △2,547  17,034
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１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。  

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

（１）１株当たり四半期純利益金額 円 銭 13 54 円 銭 7 44

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  6,962  3,791

普通株主に帰属しない金額（百万円）  80  －

（うち優先株式に係る消却差額（百万円））  (80)  (－)

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円）  6,882  3,791

普通株式の期中平均株式数（千株）  508,225  509,242

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 銭 12 64 円 銭 6 99

（算定上の基礎）     

四半期純利益調整額（百万円）  △27  △3

（うち子会社の発行する潜在株式調整額 

（百万円）） 
 (△27)  (△3)

普通株式増加数（千株）  33,961  32,912

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

第二種優先株式 400万株 

発行総額 4,000百万円 

なお、第二種優先株式の概要

は、（株主資本等関係）に記載

のとおりであります。 

― 

  

  

  

２【その他】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

2012/02/09 13:37:0611803729_第３四半期報告書_20120209133642

- 16 -



 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社マルハ

ニチロホールディングスの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成

23年10月１日から平成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）
に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び

注記について四半期レビューを行った。  

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  
監査人の責任  

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 
 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
  

監査人の結論  

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マルハニチロホールディングス及び連結子会社の平成23年12
月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以 上 

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成24年２月13日

株式会社マルハニチロホールディングス 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 台    祐 二  印 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 文 倉 辰 永  印 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 開 内 啓 行  印 

 （注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期
報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２. 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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 当社代表取締役社長久代敏男は、当社の第８期第３四半期（自  平成23年10月１日 至  平成23年12月31日）の四

半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】
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